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中央環境審議会自然環境部会（第 13回）での議論のポイント 

 

①全体、スケジュール 

・ 「三陸復興国立公園（仮称）」は、東日本大震災復興構想会議の提言に示され

た東北の国立公園等の地域観光資源の活用を通じた復興ということの、具体的

な案としての位置付け。 

・ 地域の方々と十分相談しながら進める必要がある。 

・ 現在の区域をベースとした新しい国立公園の再編成について、23 年度中にビ

ジョンを作り、24 年度中に新国立公園の姿を示したい。 

・ 岩手県、宮城県の復興計画にも、新しい国立公園構想との連携は明記。 

 

②生物多様性、森・里・川・海のつながり 

・ 「三陸復興国立公園（仮称）」は、利用に比重を置いた内容と見受けられる。

これは、従来の保護と利用を両輪とする自然公園制度で進めていくのか、それ

とも、新しい枠組で進めていくのか。 

・ 環境省が得意とする生物多様性の視点が入っていないように思われる。 

・ 里山である松林が大きな被害を受けた。松林の再生を民間企業がＣＳＲ活動と

して行うよう誘導し、復興のための民間参画パートナーシップとして位置づけ

るべきではないか。 

・ 失われた干潟、藻場があるが、新しく干潟や藻場が形成されることもあるかも

しれない。十分な調査のうえ、柔軟に保護地域を設定していただきたい。 

・ 国立公園に海洋保護区をどのように取り込むかが重要。国立公園の海洋保護区

の案を広く設定して、そのあり方を個別の地域毎に協議会により考えていくこ

とが大切。 

・ 海洋保護区に関しては、三陸地域で盛んな漁業の復興と非常に関わりが深く、

地域の漁業関係者らと十分話し合い、連携しながら進めたい。 

 

③利用・エコツーリズム 

・ 利用のウエイトが高いと感じる点については、長距離歩道が表に出ているから

だと思うが、さっぱ船を活用したエコツーリズム等、各地にある様々な要素を

つないでいきたい。 

・ 避難場所については、想定外に津波の被害が及ぶ可能性があるため、さらに高

台に行ける避難経路を作るべき。 
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④関係者との連携 

・ 他省庁との施策と重複する感がある。 

・ 環境省単独で全部行うように聞こえる。政府全体で行うべきで、その中で環境

省らしい観点を盛り込むことが重要。普及啓発を適切に行い、国民の支持に基

づく施策となるように。 

・ 【再掲】里山である松林が大きな被害を受けた。松林の再生を民間企業がＣＳ

Ｒ活動として行うよう誘導し、復興のための民間参画パートナーシップとして

位置づけるべきではないか。 

・ 【再掲】海洋保護区に関しては、三陸地域で盛んな漁業の復興と非常に関わり

が深く、地域の漁業関係者らと十分話し合い、連携しながら進めたい。 

・ 震災の記録（モニタリング）は、漁業者に話をしながら一緒に行う体制づくり

を考えたい。 

 

⑤震災の記録・モニタリング 

・ 震災の写真記録は、日付だけではなく時間及び潮位まで明らかにすべき。 

・ 震災の記録（モニタリング）は、漁業者に話をしながら一緒に行う体制づくり

を考えたい。 

・ 三陸地域は、今回の大震災前にも津波等の被害に遭っている。地域の歴史を掘

り起こし、自然の驚異を学ぶことができる国立公園として欲しい。 


